
初回更新者講習（２時間）
　３月5日（火）10時から
　　　天塩町社会福祉会館
優良運転者講習（30分）
　３月5日（火）13時から
　　　天塩町社会福祉会館
一般運転者講習（１時間）
　３月5日（火）13時45分から
　　　天塩町社会福祉会館
違反運転者講習（２時間）
　３月5日（火）15時から
　　　天塩町社会福祉会館

　軽自動車税は、毎年4月1日に登録されている車両の所有者（または
使用者）に課税されます｡ 対象車両を新たに購入、譲渡または廃車した
場合には、下記の場所において軽自動車税の申告を行う必要があります。
　また、住所の変更があった方については、併せて車両の住所変更の申
告を速やかにしていただく必要がありますので、ご注意ください。
　現在、使用または所有をしていない車両についても、名義変更および
廃車の手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまうと翌年度以降も税金が
かかりますので、忘れずに申告をしてください。

　軽自動車税の申告窓口
車　　　　種 申　告　場　所

原動機付自転車（125cc以下のバイクなど） 役場住民生活課 税務保険グループ
　電話：5-1115
問寒別出張所
　電話：6-5006

小型特殊自動車
　農耕作業用トラクター
　一定規格以下のタイヤショベルなど
軽自動車
　660cc以下（3輪・4輪のものなど）
　125ccを超え250cc以下のバイク

旭川地区軽自動車協会
　旭川市春光6条5丁目1番24号
　電話：0166-53-7300

2輪の小型自動車
　250ccを超えるバイク

旭川地方自家用自動車協会
　旭川市春光町10番地
　電話：0166-51-1221

○総合職試験（院卒者・大卒程度）
　インターネット申込期間：３月29日（金）～４月８日（月）
○一般職試験（大卒程度）
　インターネット申込期間：４月5日（金）～４月17日（水）
○一般職試験（高卒者・社会人）
　インターネット申込期間：6月17日（月）～6月26日（水）
☆申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

軽自動車税の申告について

運転免許更新時
講習のお知らせ

　自動車税は、４月１日現在の登録に基
づいて課税される税金です。
■引っ越しで住所が変わったときなどは、
運輸支局で変更登録をしてください。
　次の場合は運輸支局で登録手続きが
必要です。
　・住所が変わったとき（変更登録）
　・自動車を売買したとき（移転登録）
　・自動車を使用しなくなったとき（抹

消登録）
　平成31年度の自動車税納税通知書を
確実にお届けするために、３月中に手続
きをお願いします。
■変更登録が間に合わないときは…
　札幌道税事務所自動車税部にご連絡
いただくか、ホームページから自動車
税の住所変更手続きが可能です。

自動車税の住所変更を
お忘れなく

平成31年度国家公務員採用試験のお知らせ

お問い合わせ先：
札幌道税事務所自動車税部
　電話：011-7４6-1197
　ホームページ：
　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
　　　  sm/zim/address/index.htm

お問い合わせ先：人事院北海道事務局第二課試験係
　　　　　　　　電話：011-2４1-12４8
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